
岩手県監査委員告示第43号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定により行った監査の結果を次のとおり公表する。 

  平成22年10月８日 

                                       岩手県監査委員 千 葉 康一郎  

                                       岩手県監査委員  下 正 信  

                                        岩手県監査委員 伊 藤 孝次郎  

                                       岩手県監査委員 工 藤 洋 子  

１ 監査対象機関、監査執行年月日及び担当監査委員 

監査対象機関 監査執行年月日 担当監査委員 

盛岡広域振興局経営企画部 平成22年８月25日 千 葉 康一郎   伊 藤 孝次郎 

盛岡広域振興局県税部 〃    〃         〃 

盛岡広域振興局保健福祉環境部 〃    〃         〃 

盛岡広域振興局農政部 平成22年８月24日    〃         〃 

盛岡広域振興局林務部 平成22年８月25日    〃         〃 

盛岡広域振興局土木部 〃    〃         〃 

盛岡広域振興局土木部岩手土木センター 平成22年８月24日    〃         〃 

県南広域振興局経営企画部 平成22年８月25日  下 正 信   工 藤 洋 子 

県南広域振興局総務部 〃    〃         〃 

県南広域振興局総務部一関総務センター 平成22年８月19日    〃      伊 藤 孝次郎 

県南広域振興局県税部 平成22年８月25日    〃      工 藤 洋 子 

県南広域振興局県税部一関県税センター 平成22年８月19日    〃      伊 藤 孝次郎 

県南広域振興局保健福祉環境部 平成22年８月24日    〃      工 藤 洋 子 

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター 平成22年８月19日    〃      伊 藤 孝次郎 

県南広域振興局農政部 平成22年８月24日    〃      工 藤 洋 子 

県南広域振興局農政部一関農林振興センター 平成22年８月18日    〃      伊 藤 孝次郎 

県南広域振興局農政部一関農村整備センター 〃    〃         〃 

県南広域振興局林務部 平成22年８月25日    〃      工 藤 洋 子 

県南広域振興局土木部 〃    〃         〃 

県南広域振興局土木部一関土木センター 平成22年８月19日    〃      伊 藤 孝次郎 

県南広域振興局土木部千厩土木センター 平成22年８月18日    〃         〃 

沿岸広域振興局経営企画部 平成22年８月19日 千 葉 康一郎   工 藤 洋 子 

沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター 平成22年８月18日    〃         〃 

沿岸広域振興局保健福祉環境部 平成22年８月19日    〃         〃 

沿岸広域振興局農林部 〃    〃         〃 

沿岸広域振興局水産部 〃    〃         〃 

沿岸広域振興局土木部 平成22年８月18日    〃         〃 

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター 〃    〃         〃 

岩手県食肉衛生検査所 平成22年８月31日  下 正 信   伊 藤 孝次郎 

岩手県県央保健所 平成22年８月25日 千 葉 康一郎      〃 

岩手県奥州保健所 平成22年８月24日  下 正 信   工 藤 洋 子 



岩手県一関保健所 平成22年８月19日    〃      伊 藤 孝次郎 

岩手県釜石保健所 〃 千 葉 康一郎   工 藤 洋 子 

岩手県県南家畜保健衛生所 平成22年８月24日  下 正 信      〃 

盛岡農業改良普及センター 〃 千 葉 康一郎   伊 藤 孝次郎 

八幡平農業改良普及センター 〃    〃         〃 

奥州農業改良普及センター 〃  下 正 信   工 藤 洋 子 

一関農業改良普及センター 平成22年８月18日    〃      伊 藤 孝次郎 

岩手県盛岡東警察署 平成22年８月31日 千 葉 康一郎   工 藤 洋 子 

岩手県盛岡西警察署 平成22年８月24日    〃      伊 藤 孝次郎 

岩手県岩手警察署 〃    〃         〃 

岩手県紫波警察署 平成22年８月31日  下 正 信      〃 

岩手県北上警察署 〃    〃         〃 

岩手県水沢警察署 平成22年８月25日    〃      工 藤 洋 子 

岩手県江刺警察署 平成22年８月24日    〃         〃 

岩手県一関警察署 平成22年８月19日    〃      伊 藤 孝次郎 

岩手県千警察署 平成22年８月18日    〃         〃 

岩手県釜石警察署 〃 千 葉 康一郎   工 藤 洋 子 

２ 監査の結果 以上の機関については、おおむね良好と認められる。なお、次の機関について、留意改善を要する事項は、次の

とおりである。 

(１) 盛岡広域振興局経営企画部 業務委託料の支出に当たり、委託業務対象外の経費を含めて支出しているものが１件、

164,539円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(２) 盛岡広域振興局県税部 

ア 歳入歳出外現金の調定に当たり、調定していないものが１件、42,300円、所属年度を誤っているものが17件、842,472円あ

ったので、適正な事務の執行に努められたい。 

イ 通勤手当及び特殊勤務手当の支給に当たり、支給すべき金額より多く支給しているものが１件、4,650円、少なく支給して

いるものが２件、33,853円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(３) 盛岡広域振興局保健福祉環境部 

ア 扶助費の支出に当たり、著しく遅れて支出しているものが３件、338,620円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 

イ 放課後児童健全育成事業費補助金の執行に当たり、相当期間経過してから交付決定しているものがあったので、適正な事

務の執行に努められたい。 

(４) 県南広域振興局保健福祉環境部 母子福祉資金償還金違約金の徴収に当たり、調定していないものが55件、142,672円あ

ったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(５) 県南広域振興局土木部 県営建設工事の執行に当たり、事前の調査が不十分であったため着工直後に工事中止しているも

のがあったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(６) 沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター 

ア 収入証紙の取扱手数料の支出に当たり、所属年度を誤っているものが１件、41,979円あったので、適正な事務の執行に努

められたい。 

イ 印刷物の作成に当たり、需用費から支出すべきところ委託料から支出しているものが１件、802,620円あったので、適正な

事務の執行に努められたい。 

(７) 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター 建設業許可申請手数料に係る収入証紙収納額報告に当たり、報告すべき金額



より少なく報告しているものが１件、90,000円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(８) 岩手県盛岡東警察署 

ア 旅費の支給に当たり、支出負担行為をしなかったため支払われていないものが２件、8,800円あったので、適正な事務の執

行に努められたい。 

イ 業務の委託に当たり、契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したことを確認せず

に委託契約を締結しているものがあったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(９) 岩手県岩手警察署 需用費の支出に当たり、著しく遅れて支出しているものが１件、39,690円あったので、適正な事務の

執行に努められたい。 

(10) 岩手県北上警察署 住居手当の支給に当たり、支給すべき金額より多く支給しているものが３件、111,100円あったので、

適正な事務の執行に努められたい。 

(11) 岩手県水沢警察署 住居手当の支給に当たり、支給すべき金額より多く支給しているものが２件、64,400円あったので、

適正な事務の執行に努められたい。 
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